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平成28年度厚生労働科学研究費補助金 

障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野））分担報告書 

 

障害福祉サービスにおける質の確保とキャリア形成に関する研究 

サービス管理責任者等養成研修テキストの作成（分担研究報告書１） 

 

研究分担者 大塚  晃 （上智大学 教授） 

研究協力者 本名  靖 （東洋大学 教授） 

高木 憲司 （和洋女子大学 准教授） 

山口 創生 （国立精神・神経医療研究センター精神保健研究

所社会復帰研究部援助技術研究室 室長） 

岩上 洋一 （特定非営利活動法人じりつ 代表） 

坂本 洋一 （特定非営利活動法人地域創生研究所 理事長） 

菊本 圭一 （鶴ヶ島市社会福祉協議会 事務局次長） 

冨岡 貴生 （社会福祉法人唐池学園貴志園 園長） 

 

 

研究要旨： 

 本研究では、平成27年度に、サービス管理責任者等研修の現状と課題を明らかにするとと

もに、ニーズ分析と設計の作業を行い、「研修体系と研修プログラム」（素案）を開発し、こ

の素案について、サービス管理責任者等及び都道府県担当者に対して、アンケートによる確

認作業を２回行い、そのデータを分析して研修体系案の開発を行った。また、アンケート調

査結果から、サービス提供従事者のキャリアパスの研修プログラムについて考察し、案を検

討した。さらに、今後のサービス管理責任者等養成研修におけるより効果的な分野別研修プ

ログラムの作成のために各分野で求められる研修内容の整理を行うことを目的とし、サービ

ス管理責任者等指導者養成研修分野別研修講師を対象とした質問紙調査を行い、各キャリア

レベルの目安となる実務経験年数および到達目標、各障害分野、サービス分野、キャリアレ

ベルで求められる知識・スキル、各分野で特別な学習の必要のある障害について尋ねるとと

もに、分野別研修についての意見を求めた。 

平成28年度は、平成27年度に明らかにした研修体系に立脚しながら、開発した研修プログ

ラムにしたがってテキストを作成した。基礎研修テキストについては、厚生労働省における

現行の「サービス管理責任者等指導者養成研修テキスト」を土台に、５分野１本化を意識し

た内容とした。演習部分については、相談支援専門員との連携及び他事業所のサービス管理

責任者等との連携も学べる内容とし、アセスメントの基本等の要素は残しつつ、個別支援計

画作成のために多職種連携が必須であることを強調した。実践研修テキストでは、障害のあ

る人もない人も同じ人間であることについて演習を通じて再確認し、人間が持つ強みに着目

した支援とはどのようなことなのか学ぶ内容とした。また、持ち寄った事例を用いて、事例

検討の演習を通じた指導・助言の実際や、自立支援協議会を活用した地域連携の実際を学ぶ

内容とした。 

基礎研修・実践研修を通じ、サービス管理責任者等の業務内容を網羅した研修内容に作り

こんだ。 

 

 

Ａ．研究目的 

 平成27年度に明らかにした研修体系に立脚

しながら、開発した研修プログラムにしたが

ってテキストを作成し、千葉県、滋賀県にお

けるモデル研修結果を踏まえ修正し完成させ

ることを目的とする。 
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Ｂ 研究の方法 

テキスト作成のための文献調査 

 基礎研修テキストについては、厚生労働省

における現行の「サービス管理責任者等指導

者養成研修テキスト」を土台に、５分野１本

化を意識したテキスト内容を検討する。演習

部分については、相談支援専門員との連携及

び他事業所のサービス管理責任者等との連携

も学べる内容とし、アセスメントの基本等の

要素は残しつつ、個別支援計画作成のために

多職種連携が必須であることを強調した内容

とすることを検討する。 

実践研修テキストについては、障害のある

人もない人も同じ人間であることについて演

習を通じて再確認し、人間が持つ強みに着目

した支援とはどのようなことなのか学ぶ内容

とするとともに、受講者が持ち寄った事例を

用いて、事例検討の演習を通じた指導・助言

の実際や、自立支援協議会を活用した地域連

携の実際を学ぶ内容とすることを検討する。 

基礎研修・実践研修を通じ、サービス管理

責任者等の業務内容を網羅した研修内容とす

るための文献調査を行ったうえテキストを作

成する。 

 

（倫理面への配慮）                          

 本研究は、法律及び政省令、国の指導者養

成研修の資料等を参考にした文献調査を踏ま

えたテキスト作成であることから、倫理面へ

の配慮は特段必要ないと判断した。 

 

Ｃ．研究結果 

Ｃ-１．サービス管理責任者等研修（基礎研

修）テキストの作成 

 

※テキスト本体は別冊を参照 

 

 テキスト作成については、大枠を大塚研究

分担者が提示し、講師を務めた本名研究分担

者、高木、研究協力者がアレンジを加えた。 

 

 

 

（１）目的・対象者について 

 

・障害福祉サービス等提供事業者等の職員

として、障害福祉サービス等の提供に関す

る基本的な理念や倫理等の基礎を押さえ

る。 

・サービス等利用計画と個別支援計画の関

係や、個々の利用者に応じた『個別支援計

画』の意味・知識・技術等の原則論を押さ

える。 

・『個別支援計画』作成・修正の能力を、

演習等を通じて獲得するとともに、多職種

連携が個別支援計画作成に必須であるこ

とを押さえる。 

・各分野ごとの視点についても講義で押さ

えておく。 

・修了時の到達レベルはアセスメントから

モニタリングまでの一連のプロセスを理

解したうえで、個別支援計画を作成・修正

することができるレベルとする。 

・修了後の役割像としては、各事業所内に

おいてサービス管理責任者等の指導の下、

実際に個別支援計画の作成・修正に携わる

ことを想定。 

・基礎研修修了者は、基礎研修修了後２年

間において個別支援計画作成の臨床を経

た後に、実践研修を受けるものとする。 

・制度的には、基礎研修修了者は事業所に

おいて個別支援計画素案を作成すること

ができるように構築する。 

 

（２）障害者福祉施策及び児童福祉施策の歴

史的変遷（講義）について 

 

 制度理解を通じて、障害者支援の制度改革

を利用者主体から発信する力を身につけるこ

とを獲得目標とした講義である。 

 

（３）サービス管理責任者等の役割と業務

（講義）について 

 

 サービス管理責任者等の役割と業務を制度

的に理解し、サービス管理責任者等と管理者



66 

 

の違い、サービス管理責任者等の業務上の責

務（個別支援計画作成の業務、サービス提供

プロセスの管理、サービス提供職員等に対す

る助言・指導等）を理解することを獲得目標

とした講義である。 

 

（４）サービス提供の基本的な考え方（講義）

について 

 

サービス提供の基本的な考え方として、利

用者主体の視点、自立支援の視点、エンパワ

メントの視点、ICF の視点、現実的な支援計

画に基づくサービス提供、連携の必要性等を

理解することを獲得目標とした講義である。 

 

（５）サービス提供のプロセス（講義）につ

いて 

 

 サービス提供のプロセスを理解し、PDCA サ

イクルでサービス提供できる実践力を獲得し、

プロセスにおけるサービス内容のチェック方

法を習得するとともに、個別支援計画の意義

を理解することを獲得目標とした講義である。 

 

（６）サービス等利用計画等と個別支援計画

の関係（講義）について 

 

サービス等利用計画等における総合的な

援助方針を導き出すプロセスを理解し、個別

支援計画の出発点がサービス等利用計画等の

総合的な援助方針であることを認識する。ま

た、サービス等利用計画等が生活全体の範囲

に及び、個別支援計画が生活全体をイメージ

しながらも事業所内サービスに重点を置いた

計画であることを理解する。現状の相談支援

体制を理解する。 

 

（７）サービス提供事業所の利用者主体のア

セスメント（講義）について 

 

サービス提供事業所のアセスメントの考

え方やアセスメントの手法を習得する。各分

野における異なる視点について理解すること

を獲得目標とした講義である。 

 

 

 

（８）個別支援計画作成のポイントと作成手

順（講義）について 

 

個別支援計画がリスクマネジメントのみ

に陥らないように、エンパワメントの視点や

ストレングスモデルを理解するとともに、作

成の手順を習得することを獲得目標とした講

義である。 

 

（９）個別支援計画の作成（演習）について 

 

サービス等利用計画等を踏まえ、総合的な

援助方針、長期目標及び短期目標を考慮して、

個別支援計画の支援内容、担当者、連携の頻

度等をグループワークにより検討。検討結果

に基づき、支援目標、支援内容を設定し、個

別支援計画を作成することを獲得目標とした

演習である。 

 

（10）個別支援計画の実施状況の把握（モニ

タリング）および記録方法（講義）について 

 

事業所のモニタリングについて、サービス

等利用計画等との連動性を念頭に入れながら、

モニタリングの視点・目的・手法等を理解す

ることを獲得目標とした講義として設定した。 

 

Ｃ-２．サービス管理責任者等研修（実践研

修）テキストの作成 

 

※テキスト本体は別冊を参照 

 

（１）目的・対象者について 

  

・サービス管理責任者等の本来業務を実践

するために、個別支援計画の作成に携わっ

ていることを前提として、サービス提供プ

ロセスにおける「管理」、具体的には「支
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援会議の運営」、「サービス提供職員への

助言・指導」について講義および演習を実

施する。また、演習等によるグループワー

ク等を実施する中で、各自が実際に作成し

た「個別支援計画」の内容等の質の向上を

図る。 

・修了時の到達レベルは、２年間の個別支

援計画素案作成・修正素案作成の経験をベ

ースに個別支援計画作成・修正について熟

達し、関係機関との連絡調整や支援会議の

運営、サービス提供職員に対する技術的な

指導・助言等一連のサービスプロセス管理

業務が行えるレベルとする。 

・修了後の役割像としては、実践研修修了

により従来のサービス管理責任者等の業

務に携わること（サービス管理責任者等資

格取得）を想定。 

 

（２）モニタリングの方法(講義·演習)につ

いて 

 

事業所のモニタリングについて、サービス

等利用計画等との連動性を念頭に入れながら、

モニタリングの視点·目的·手法等を理解する。

事例を通じて、モニタリングの演習を行い、

その手法を獲得する。ことを獲得目標とした

講義・演習である。 

 

（３）個別支援会議の運営方法(講義·演習)

について 

 

個別支援会議の意義、進行方法、行うべき

事項(個別支援計画作成時、モニタリング時)

等を理解する。演習においては、個別支援会

議における合意形成過程をグループワークで

体験し、サービス管理責任者等としての説明

能力を獲得することを目標とした講義・演習

である。 

 

（４）サービス提供職員への助言・指導（講

義・演習)について 

 

 サービス管理責任者等の役割のなかでも、

「サービス提供職員への助言・指導」につい

ては、支援内容の確認や助言、権利擁護·法令

遵守等への確認や助言をするための仕組みや、

チームで支援する上で欠かせない報告、連絡、

引継ぎ等(業務的コミュニケーション) が事

業所内で効率的に行う仕組みの理解が必要で

あるため、講義も取り入れている。 

 

（５）OJTとしての事例検討会の進め方（講

義・演習）について 

 

持ち寄った事例を基に、事例検討会を実際

に行い、事例検討会の進め方を習得すること

を獲得目標とした演習である。 

 

（６）サービス担当者会議等におけるサービ

ス管理責任者等の役割(多職種連携や地域連

携の実践的事例からサービス担当者会議の

ポイントの整理)(講義)について 

 

多職種連携や地域連携の実践的事例から、

相談支援専門員との連携や関係機関との連携

方法について学び、自身のサービス管理責任

者等業務と照らし合わせて考える。 

 

（７）自立支援協議会との連携(サービス管

理責任者等から発信され、サービス担当者会

議で確認された地域課題を地域ニーズとし

てとらえ、自立支援協議会に報告する)(講

義)について 

 

相談支援専門員と連携して担当者会議の

開催や自立支援協議会への参加方法について

事例を通して学び、自身のサービス管理責任

者等業務と照らし合わせて考える。 

 

（８）サービス担当者会議および自立支援協

議会との連携の実線報告を受けて、自己の振

り返りとグループ討議(演習)について 

 

サービス管理責任者等の役割である関係

機関との連携、担当者会議の開催、自立支援

協議会への参加について自己の業務を振り返
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り、グループの意見を参考にしながら今後ど

のように進めていけばよいのかを考え、発表

する。 

（９）障害者福祉施策及び児童福祉施策の最

新の動向(講義)について 

 

障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新

の動向を理解することによって、利用者の置

かれている制度的環境の変化を認識すること

を獲得目標とした講義である。 

 

Ｄ．考察 

 

Ｄ-１．サービス管理責任者等研修（基礎研

修）テキストの作成 

 

※テキスト本体は別冊を参照 

 

（１）目的・対象者について 

 

 平成27年度において整理した基礎研修の目

的及び対象者（素案）については以下の通り。 

（目的） 

・障害福祉サービス等提供事業者の職員と

して、障害福祉サービス等の提供に関する

基本的な理念や倫理等の基礎を押さえる。 

・サービス等利用計画と個別支援計画の関

係や、個々の利用者に応じた『個別支援計

画』の意味・知識・技術等の原則論を押さ

える。 

・演習等を通じて『個別支援計画』作成の

能力を獲得する。 

・本研修受講者が数年後にはサービス管理

責任者等になることを踏まえ、サービス管

理責任者等に求められる基本的な役割等

を押さえておくものとする。 

（対象者） 

サービス提供事業所において３年の実

務経験を経た者 

 

 今年度、あらためてテキスト内容の作りこ

みを行ううえで、強調すべきことを盛り込む

必要が見えてきた。 

 それは、講義だけでなく、演習においても

相談支援専門員との連携及び他事業所のサー

ビス管理責任者等との連携も学べる内容とし、

アセスメントの基本等の要素は残しつつ、個

別支援計画作成のために多職種連携が必須で

あることを強調した内容とするものである。

また、基礎研修を修了した者の想定される役

割等についても明確化した。 

 修正後の目的を以下に挙げる。 

（修正後） 

・障害福祉サービス等提供事業者等の職員

として、障害福祉サービス等の提供に関す

る基本的な理念や倫理等の基礎を押さえ

る。 

・サービス等利用計画と個別支援計画の関

係や、個々の利用者に応じた『個別支援計

画』の意味・知識・技術等の原則論を押さ

える。 

・『個別支援計画』作成・修正の能力を、

演習等を通じて獲得するとともに、多職種

連携が個別支援計画作成に必須であるこ

とを押さえる。 

・各分野ごとの視点についても講義で押さ

えておく。 

・修了時の到達レベルはアセスメントから

モニタリングまでの一連のプロセスを理

解したうえで、個別支援計画を作成・修正

することができるレベルとする。 

・修了後の役割像としては、各事業所内に

おいてサービス管理責任者等の指導の下、

実際に個別支援計画の作成・修正に携わる

ことを想定。 

・基礎研修修了者は、基礎研修修了後２年

間において個別支援計画作成の臨床を経

た後に、実践研修を受けるものとする。 

・制度的には、基礎研修修了者は事業所に

おいて個別支援計画素案を作成すること

ができるように構築する。 

 

 対象者については変更なしとした。 
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（２）障害者福祉施策及び児童福祉施策の歴

史的変遷（講義）について 

 

土台とした「サービス管理責任者等指導者

養成研修テキスト」では、「歴史的変遷」に

ついては詳細な内容が盛り込まれていなかっ

たため、障害者福祉施策を進める原動力とな

った当事者の運動なども盛り込んだものとし

た。 

 

（３）サービス管理責任者等の役割と業務

（講義）について 

 

 サービス管理責任者等の要件について、現

在、本研究において検討中の案も盛り込んだ。 

 

（４）サービス提供の基本的な考え方（講義）

について 

 

個別支援計画やモニタリング、日々の記録

から事例を積み重ね、各事業所において標準

的なサービス提供の内容を作り上げる必要性

について加えた。 

 

（５）サービス提供のプロセス（講義）につ

いて 

 

 基礎研修の中では中核的な講義といえ、上

記の講義内容を踏まえ、身体障害者の事例を

用いながら、全体的に統合していく内容とし

た。 

 日々の記録の意義や書き方についても盛り

込んだものとした。 

 

（６）サービス等利用計画等と個別支援計画

の関係（講義）について 

 

 相談支援との連携を軸にこれまで述べてき

た「連携」を深掘りした内容とした。 

 

 

 

（７）サービス提供事業所の利用者主体のア

セスメント（講義）について 

 

「利用者主体」を「本人中心」ととらえ、

「ニーズ」についても解説を加えた。また、

アセスメントの基本は本人のニーズを明らか

にすることであり、意思表明が円滑にできな

い利用者に対する意思決定支援の重要性もガ

イドライン案を紹介しつつ詳細に解説した。 

さらに、ストレングス視点のアセスメント、

リフレーミングの解説も加えた。 

各分野の視点についても、児童分野を中心

に盛り込んだが、時間配分が難しく十分な時

間が取れなかったため、「各分野のアセスメ

ントの視点」については、講義を分けて別に

時間をとることが必要であり課題が残った。 

 

（８）個別支援計画作成のポイントと作成手

順（講義）について 

 

 精神障害があり、長期入院から退院して地

域生活を始めるという事例を通して、個別支

援計画作成のポイントを振り返るものとなっ

ている。演習前の総まとめである。 

５分野を一本化することもあり、「サービス

提供のプロセス」とは異なる障害種別の事例

とした。 

 

（９）個別支援計画の作成（演習）について 

 

事例は、日中活動として就労継続支援Ｂ型

事業所（以下「就労）を利用、居住の場とし

てグループホーム（以下「ＧＨ」）を利用す

る精神障害者の事例を使った。受講者は就労

班とＧＨ班に分かれ、それぞれの個別支援計

画を作成するが、合同のサービス担当者会議

で、それぞれの視点の違いに気づかせる内容

となっている。指導者養成研修でも使われて

いる事例であり、よく練られたものとなって

いる。 
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（10）個別支援計画の実施状況の把握（モニ

タリング）および記録方法（講義）について 

 

平成 27 年度の研究時点においては、事業

所のモニタリングについて、サービス等利用

計画等との連動性を念頭に入れながら、モニ

タリングの視点・目的・手法等を理解するこ

とを獲得目標とした講義として設定した。 

しかしながら、テキスト作成の作りこみの

うえで、上記（９）で使った事例のモニタリ

ングを演習で行った方が効果が高いのではな

いかということになり、再検討の結果、「個

別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）

（演習）」として実施した。 

また、記録方法については「サービス提供

のプロセス（講義）」の中に含めることとし

た。 

Ｃ-２．サービス管理責任者等研修（実践研

修）テキストの作成 

 

※テキスト本体は別冊を参照 

 

（１）目的・対象者について 

  

 平成27年度の研究時点においては、以下の

通り整理していた。 

（目的） 

サービス管理責任者等の本来業務を実践

するために、個別支援計画の作成に携わって

いることを前提として、サービス提供プロセ

スにおける「管理」、具体的には「支援会議

の運営」、「サービス提供職員への助言・指

導」について講義および演習を実施する。ま

た、演習等によるグループワーク等を実施す

る中で、各自が実際に作成した「個別支援計

画」の内容等の質の向上を図る。 

（対象者） 

サービス管理責任者等基礎研修を修了し、

２年以上の実務経験を経た者 

 

基礎研修と同様に、実践研修を修了した者

の想定される役割等についても明確化した。

以下に修正後の目的を挙げる。 

（修正後） 

・サービス管理責任者等の本来業務を実践

するために、個別支援計画の作成に携わっ

ていることを前提として、サービス提供プ

ロセスにおける「管理」、具体的には「支

援会議の運営」、「サービス提供職員への

助言・指導」について講義および演習を実

施する。また、演習等によるグループワー

ク等を実施する中で、各自が実際に作成し

た「個別支援計画」の内容等の質の向上を

図る。 

・修了時の到達レベルは、２年間の個別支

援計画素案作成・修正素案作成の経験をベ

ースに個別支援計画作成・修正について熟

達し、関係機関との連絡調整や支援会議の

運営、サービス提供職員に対する技術的な

指導・助言等一連のサービスプロセス管理

業務が行えるレベルとする。 

・修了後の役割像としては、実践研修修了

により従来のサービス管理責任者等の業

務に携わること（サービス管理責任者等資

格取得）を想定。 

 

 対象者については変更なしとした。 

 

（２）モニタリングの方法(講義·演習)につ

いて 

 

まず、導入として20分程度の時間を割き、

ガイダンス、全体司会者·ファシリテーター紹

介等を行う。また、各グループの自己紹介、

役割分担（グループ内で司会者、記録者、発

表者を決める）を行う。 

ガイダンスでは、演習の基礎·前提となる

考え方・価値として、以下のことを強調する。 

この演習でケアマネジメントの流れの中

での、サービス管理責任者等の役割を学んで、

チームアプローチの強化を図り、質の高い支

援を実現して欲しいことを伝える。 

また、今回の演習では、障害のある方も私

たち(受講者)と同様に人生のさまざまな場面

で困難な状況になれば、他の人やさまざまな

資源を活用し、それを克服している。自分が
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建てた計画で成果がなければ、その計画は的

を射ていないことに気づいていただく。決し

て、利用者の責任にしないことが重要となる

ことを伝える。 

配布物の確認、演習手順等の確認を行う。 

 

Section1 人としての普遍性の確認 

障害者の支援は特別なものではなく、自分

と同じ人間としての関わりを理解し、それら

を前提に支援する。 

 

Section2 人生の価値 生きる糧の確認 

自分自身が人生において大事にしている

ものを確認し、他人から見たらちっぽけなこ

とでも、自分自身にとっては非常に重要な事

柄があることを理解する。また、人がなにか

の行動を起こす時には、内発的な動機が必要

となることも理解する。 

 

Section3 関係づくり：利用者との信頼関係をつ

くる（講義） 

関係性が根本であり、本質。支援的な関係

の重要な要素。 

この姿勢であなたも支援にあたっている

か。高圧的ではないか。してやってるといっ

た態度ではないか。 

 

Section4 内発的動機「はい/Yes」の重み(自分

自身の目標設定) 

研修受講者も自分の人生の目標が上手く

いかなかったり、別なものに変わってきたこ

とを確認する。それはいけないことではなく、

人として当たり前のこと捉える。利用者も私

たちと一緒だと気がつく。うまくいかない理

由は、ひとそれぞれだが、人が生活を変える

時はそれなりの理由(内発的動機)が必要とな

ることを理解する。 

 

基礎研修の最後で、事例を用いたモニタリ

ングは一通り学んでいることを前提に、日々

の業務の中で忘れられがちな、人間の普遍性

や内発的動機によって生活が変化することに

ついて学ぶ内容とした。これらの視点は支援

の前提となるものであり、モニタリングを行

う際に忘れてはならないことである。 

（３）個別支援会議の運営方法(講義·演習)

について 

 

Section5 人生の時期 利用者の置かれている

日常の確認【演習事例１】 

支援の内容や方法を段階的に捉え、現在の

状況に合わせた支援方法やアセスメント、関

係性作りがあることを理解する。決して、支

援者が支援しやすい方法やできることも取り

上げてしまうような支援方法を選択しない。 

支援関係者(職場の同僚など)を信じ、チー

ムアプローチの重要性を理解する。 

「一朗さん 24歳 ダウン症候群 母と

の二人暮らし」の事例を用いる。 

 

 

Section6 利用者との関わり 関係性の構築・確

認 

前半 

Section5の想定により、援助方針や具体的

な内容は異なるはず。援助方針の決定や具体

的な支援内容には根拠をもって考える。当事

者のペースが大事で、支援者のペースで進め

てはいけない。 

後半 

心の糧などを議論することで、福祉サービ

スだけでは支援できないことを理解する。利

用者の変化につながる動機、きっかけを探る

ということは、関係性の構築から始まる。そ

して、定期的なケース会議により、参加者(チ

ーム)の様々な意見やアイディアに耳を傾け、

自分自身だけでは考えつかないような支援の

アイディアを得たり、視点が広げることを実

感する。 

一方で、サービス管理責任者等として人材

育成を意識した指示の出し方や促しも重要に

なることに気づく。 

 

Section7 職員教育・人材育成·実務指導 

前半 

個人の責任だけに捉われた検討ではなく、
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職員教育・育成と職場体制によるチェック機

能など幅広く両者を検討し、サービス管理責

任者等としての役割を探る。このあとのロー

ルプレイのヒントとなる意見交換を促す。 

ロールプレイ 場面１ 

事業所内での検討結果を踏まえて、本人や

家族に出席してもらう個別支援会議へ向けた

事前の会議とする。担当者個人の資質の問題

とせず、事業所全体での課題共有により、少

しでも質の高いサービス提供を目指すような

前向きな議論とする。 

後半 

ロールプレイ 場面２ 

本人や家族への現況説明を行い、少しでも

一朗さんにとって有意義なサービス利用を図

っていくことを説明し同意を得る。一朗さん

や家族の理解が得られるようなわかりやすい

説明によって、安心感が生まれるような会議

運営を心がける。 

 

ロールプレイの感想をグループ内で共有

する。時間があれば全体共有。 

 

（４）個別支援会議におけるサービス管理責

任者等の役割（講義・演習)について 

 

 平成27年度の研究時点では、演習のみとな

っていたが、サービス管理責任者等の役割の

なかでも、「サービス提供職員への助言・指

導」については、支援内容の確認や助言、権

利擁護・法令遵守等への確認や助言をするた

めの仕組みや、チームで支援する上で欠かせ

ない報告・連絡・引継ぎ等(業務的コミュニケ

ーション) の事業所内で効率的に行う仕組み

の理解が必要であるため、講義も取り入れて

いる。 

 

グループワークの体験を基に、個別支援会

議におけるサービス管理責任者等の役割につ

いて討議し、その役割についてまとめること

を獲得目標としている。 

 

 

サービス提供職員への助言·指導について(講

義) 

サービス管理責任者等の役割にあるサー

ビス提供職員への助言·指導について、個別支

援会議以外の日々のかかわりの中で、●支援

内容の確認や助言、権利擁護・法令遵守等へ

の確認や助言をするための仕組みについて理

解する。また、●チームで支援する上で欠か

せない報告・連絡・引継ぎ等(業務的コミュニ

ケーション) の事業所内で効率的に行う仕組

みを理解する。 

 

個別支援会議におけるサービス管理責任者等

の役割(演習) 

サービス管理責任者等の役割を理解した

上で、事業所(組織)での体制整備(仕組み)に

ついて議論する。 

1.上記●について自己の業務を振り返り、「自

己振り返りシート」に記入する。 

2.「自己振り返りシート」の内容をグループ

間で共有し、それぞれの事業所で必要なこと

を議論し、自らがサービス提供の要であるこ

とを確認する。 

3.グループで話し合った内容を発表する。 

 

（５）OJTとしての事例検討会の進め方（講

義・演習）について 

 

持ち寄った事例を基に、事例検討会を実際

に行い、事例検討会の進め方を習得すること

を獲得目標とした演習である。 

 

事例検討の意味を再確認し、専門職個人の

能力には限界があることを共有し、チームア

プローチの強化や人材育成にも効果があるこ

との理解を深める必要があるため、「OJTとし

ての事例検討会の進め方(講義)」を前半に入

れた。 

 

受講者が提出した事例を各グループで１

事例選定し、グループごとに検討する。 

人物像や環境を共有する質問、人物や環境

などのストレングスに関する質問等により、
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事例の理解を深めたうえで、今後の方向性の

確認を行う。 

最後に感想の共有、スーパーバイザーが参

加している場合は助言を受ける。 

 

（６）サービス担当者会議等におけるサービ

ス管理責任者等の役割(多職種連携や地域連

携の実践的事例からサービス担当者会議の

ポイントの整理)(講義)について 

 

多職種連携や地域連携の実践的事例から、

相談支援専門員との連携や関係機関との連携

方法について学び、自身のサービス管理責任

者等業務と照らし合わせて考える。 

 

平成27年度の研究では、「サービス担当者

会議等における多職種連携や地域連携の実践

的事例（報告・発表やシンポジウム）」「サ

ービス担当者会議等における多職種連携や地

域連携に関するまとめ（演習）」としていた

が、テキスト作成の段階で、サービス管理責

任者等の役割を整理させたほうが良いのでは

ないかとの検討により、サービス担当者会議

のポイントの整理を講義にて行うこととした。 

 

（７）自立支援協議会との連携(サービス管

理責任者等から発信され、サービス担当者会

議で確認された地域課題を地域ニーズとし

てとらえ、自立支援協議会に報告する)(講

義)について 

 

相談支援専門員と連携して担当者会議の

開催や自立支援協議会への参加方法について

事例を通して学び、自身のサービス管理責任

者等業務と照らし合わせて考える。 

 

前述の（６）から引き続き、自立支援協議

会におけるサービス管理責任者等の役割を講

義する場が必要との判断から講義を設けた。 

 

 

 

 

（８）サービス担当者会議および自立支援協

議会との連携の実線報告を受けて、自己の振

り返りとグループ討議(演習)について 

 

サービス管理責任者等の役割である関係

機関との連携、担当者会議の開催、自立支援

協議会への参加について自己の業務を振り返

り、グループの意見を参考にしながら今後ど

のように進めていけばよいのかを考え、発表

する。 

 

（９）障害者福祉施策及び児童福祉施策の最

新の動向(講義)について 

 

これまでの一連の講義・演習と性格を異に

するため、最後の時間に行った。 

 内容は、その時々の障害福祉関連のトピッ

クスが主となる。今回は障害者総合支援法改

正等が主なものであった。 

 

Ｅ．結論 

 サービス管理責任者等基礎研修及び実践研

修のテキストを作成した。 

基礎研修は、指導者養成研修テキストを土

台に、個別支援計画作成プロセスの一連の流

れと連携の意義が理解でき、５分野１本化を

意識し、様々な事例を用い、さらに各分野別

の視点も講義に取り入れた。 

実践研修は、まずは支援者として重要な視

点である「障害者の支援は特別なものではな

く、自分と同じ人間としての関わり」である

ことや「ストレングスを根拠にした支援」を

強調し、サービス管理責任者等の立場から職

員を育成する素地を養うとともに、事業所内

だけにとどまらず視野を外部に向けた意識づ

くりを心がけた。 

両研修とも、まず素案を作成し、千葉県に

おけるモデル研修結果、滋賀県におけるモデ

ル研修結果を踏まえ、修正しながら作成した。 
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